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（１）第11期における主な審議状況

研究環境基盤部会
○ 大学共同利用機関法人及び総合研究大学院大学による「連合体」（大学共同利用研究教
育アライアンス）の発足に向けた取組や、発足後の活動状況について聴取した。

共同利用・共同研究拠点及び国際共同利用・共同研究拠点に関する作業部会
○ 国立大学の共同利用・共同研究拠点について、第３期中期目標期間における期末評価及び
第４期中期目標期間における認定に係る審議を行い、結果を公表した。

○ 公私立大学の共同利用・共同研究拠点について、拠点の中間評価及び期末評価を行うととも
に、令和４年度からの認定に係る審議を行い、結果を公表した。また、令和５年度からの認定に
ついて審議を行った。

学術研究の大型プロジェクトに関する作業部会
○ 学術研究の大型プロジェクトについて、各プロジェクトの適切な進捗管理を行うとともに、所要の
評価に係る審議を行った。（評価結果等については別紙のとおり）
また、次期ロードマップの策定について議論を開始し、策定方針を取りまとめた。

国立大学法人運営費交付金等に関する作業部会
○ 国立大学法人運営費交付金（学術研究関係）について、配分等に係る審議を行った。
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（２）第12期における主な論点や今後の方向性等

研究環境基盤部会

○ 「大学共同利用機関検証ガイドライン」（令和２年３月）や「大学共同利用機関外部検証実施要領」（令
和２年８月）の見直し等、次期の大学共同利用機関の検証の在り方について

○ 学術研究の進展や国際的な研究動向に応じた全国的観点から推進すべき学術研究基盤の整備について（※）

・我が国全体のバランスを踏まえた中大規模の設備整備
・研究又は技術の発展・継承に向けた、大学の枠を越えて取り組む組織・分野の連携・融合
・これらをマネジメントする専門性の養成・確保 等

（※）第１１期科学技術・学術審議会を締めくくるにあたっての会長所感（抄）
（令和４年１２月 科学技術・学術審議会会長 濵口道成）

【全国的な観点からの学術研究基盤の整備】
学術研究の進展や国際的な研究動向に応じた、国立大学等の組織・体制、施設・設備等の整備について、大学、研究室等の自律的な取
組だけでは、全体のバランスを踏まえた効果的な実施が困難な現状である。中大規模の設備、それを支える専門技術人材の整備、更には近隣
分野の研究組織等を複数の大学等が連携して整備することも含め、全国的な学術振興の観点から検討すべきである。

各作業部会

○ 国立大学の共同利用・共同研究拠点における第４期中期目標期間の中間評価と、第４期中間年度（令和
５～６年度）での新規認定について

○ 次期ロードマップの策定方針に基づく公募と新たなロードマップの策定（令和５年度中予定）について

○ マネジメントに基づく学術研究の大型プロジェクトに関する進捗管理及び所要の評価について
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（別紙）

学術研究の大型プロジェクトに関する作業部会における進捗管理について

【大規模学術フロンティア促進事業について】
１．令和４年度に計画期間が終了するものについて、以下３プロジェクトを令和５年度より後継計画に移行

「大型電波望遠鏡「アルマ」による国際共同利用研究の推進」（実施機関：国立天文台）
→「宇宙と生命の起源を探求する大型ミリ波サブミリ波望遠鏡アルマ２計画」（R5～R14）

「Bファクトリー加速器の高度化による新しい物理法則の探求」 （実施機関：高エネルギー加速器研究機構）
→「KEK スーパーBファクトリー計画」（R5～R14）

「「大強度陽子加速器(J-PARC)」による物質・生命科学及び原子核素粒子物理学の推進」（実施機関：高エネルギー加速器研究機構）
→「大強度陽子ビームで究める宇宙と物質の起源と進化」（R5～R14）

２．ロードマップ2020に基づき、令和5年度より新規計画に着手

「ヒューマングライコームプロジェクト」（実施機関：東海国立大学機構）（R5～R14）

３．新型コロナウイルス等の影響により年次計画通り事業が実施できなかったものについて年次計画を変更

「「スーパーカミオカンデ」によるニュートリノ研究の推進」（実施機関：東京大学宇宙線研究所）（年次計画を２年延長（～R６））
「大型低温重力波望遠鏡（KAGRA）計画」 （実施機関：東京大学宇宙線研究所） （年次計画を２年延長（～R６））

【学術研究基盤事業について】
研究の基盤を支える性質が強く、長期的なマネジメントが必要なプロジェクトとして、令和4年度より以下２プロジェクトを推進。

「 研究データの活用・流通・管理を促進する次世代学術研究プラットフォーム（SINET）」、 「南極地域観測事業」

また、大規模学術フロンティア促進事業等の終了後、その研究成果を学術研究基盤として最大限に活用する目的で、当該分野の研究者コミュ
ニティ以外に幅広く展開し、当該分野の枠を超えた学際的な共同利用・共同研究を行うなど新たな研究展開が期待でき、かつ政府方針等に基
づく社会的要請がある事業のうち、特に意義や重要性が認められるものとして、令和５年度より新規計画を開始。

「超高温プラズマ学術研究基盤（LHD）計画」（実施機関：核融合科学研究所）（R5～R７） 4
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